
（左斜め上からの続き）ともに、融資限度額を１，５００万円に拡大し、

市内中小企業の支援に努めてまいりました。また、県と連携して、新技

術や新製品の開発、新たな分野への進出などに積極的に取り組もうとす

る市内中小企業者に対して、これらに要する経費の一部を助成するなど、

新たな支援策を講じているところであ 

ります。」などと、市独自施策は金融 

対策だけ、あとは県の施策に便乗して 

いるだけの姿勢を示しました。 

 

井之川議員が時代遅れの振興条例を改め、新しい「沼田市産業振興条

例」の制定が必要ではないかと市長に迫りましたが、市長は「平成１１

年に中小企業基本法が改正され、平成２２年には、国の『中小企業憲章』

が閣議決定され、この中小企業憲章の制定を契機として、自治体におけ

る中小企業の振興に関する理念や施策の基本となる事項を定める『基本

条例』を制定する動きも見られ、群馬県においては『群馬県中小企業憲

章』を平成２３年に制定し、前橋市においては本年１０月に中小企業振

興基本条例を施行しました。本市におきましても、引き続き、県内各市

をはじめ、先進事例を調査し、研究してまいりたいと考えております。」

と答え、５年前と答えは変わらず、やる気は見せませんでした。 
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井之川博幸議員活動地域版部内資料 

井之川議員は、昭和３８年公布の中小企業基本法に基づき、昭和５５

年に策定された「沼田市中小企業振興条例」は現在の市の経済情勢に適

合していないのではないかと市長の見解を求めました。 

市長は、「昭和５５年の商工業の振興と地域社会の発展を目的とする沼

田市中小企業振興条例制定に際しては、沼田市中小企業振興条例施行規

則を同時に制定し、以来、体系的に商店街振興や工場立地の推進など各

種振興施策を講じてまいりました。条例及び規則の制定から３４年が経

過しようとしており、この間、５０回を超える規則の改正を行うととも

に、要綱等を随時制定し、刻々と変化する社会・経済情勢に対応する商

工業振興施策を展開してきたところであります。」と答えました。 

 
 

沼田市議会１２月定例会で、市長に対して行なわれた井之川

博幸議員の一般質問の要旨を前号に引き続き報告します。 

井之川博幸議員が市内産業の衰退の現状と対策に 

ついて質疑したことに対し、市長は、「平成２４年工 

業統計調査の速報によりますと、本市の製造品出荷 

額は約８００億円で、前年比１０．６パーセント増 

加しておりますが、５年前との比較では７３．１パー 

セントの水準にとどまっており、都市部では、輸出企 

業を中心として円安により企業業績が上向いており、 

景気は緩やかに拡大しつつあると言われております 

が、地方への波及を実感するまでには未だ時間を要 

するものと認識しております。」と答え、５年前に比 

べ製造品出荷額が２０数％減少していることを認めましたが、時間がた

てばアベノミクスで徐々に景気が良くなるのではないかというような

認識を示しました。 

そして、「これまで、小口資金の利率を平成２３年度に０．２パーセ

ント引き下げ、平成２４年度には、中小企業設備近代化資金及び中小企 

業経営振興資金の利率を０．２パーセント引き下げると（右下へ続く） 

正面の大きな土手が崩落し、土砂

が道路を完全にふさいでしまった 

 

井之川博幸市議 

 ９月１６日に襲来した台風１８号

は、市内にも大きな被害をもたらしま  

した。左は上川

田町の土砂崩れ

の現場と高橋場

町の県道の写真

です。  

 道路が冠水し、水しぶきで

車がまったく見えない様子 

 


